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  「はなみずき」保険期間満了のお知らせ   

 

平成２０年１１月より販売しております生命保険「はなみずき」（注１）は、平成３０年１１月より

順次保険期間の満了を迎えます。 

保険期間満了時にお支払いする生存保険金につきましては、「お受取」「全額据置」「一部据

置」のいずれかをお選びいただけます。 

 

（注１） 正式名称：無選択型生存保険金付定期保険 

 

 

 

 

 

【 Step １  事前のご案内 】 

保険期間満了日の約４か月前に、ご契約者さまへ「保険期間満了に関するご案内」を送付させ

ていただきます。ご案内をお読みいただき、ご契約内容をご確認ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当画像は平成 30年７月 1日現在の見本です。詳細はお手元の通知をご確認ください。 

保険期間満了にともなうお手続きの流れ 



【 Step ２  手続書類のお届け、ご提出 】 

保険期間満了日の約３か月前に、ご契約者さまへ「保険期間満了にともなうお手続きのお願い」 

を送付させていただきます。 

生存保険金のお受け取り方法をお選びいただき、手続書類に必要事項をご記入のうえ、ご提出

期限までにご返送ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当画像は平成 30年７月 1日現在の見本です。詳細はお手元の通知をご確認ください。 



【 Step ３  手続書類の確認 】 

手続書類が弊社に到着しましたら、内容を確認させていただきます。 

書類に不備がある場合には、ご契約者さまへ書類を返却させていただきますので、内容をご確

認いただき、再度書類をご提出ください。 

 

 

【 Step ４  お手続きの完了 】 

お手続きが完了しましたら、完了をお知らせする通知を郵送いたしますので、内容をご確認くだ

さい。 

※完了をお知らせする通知は、保険期間満了日の翌日以降の発送となります。 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

  

  受付時間/９：００～１７：００（土・日・祝・年末年始を除く） 

みどり生命 お客さまサービスセンター 

０１２０－５６６－３０８ 


